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〔平成22年度〕             〔平成23年度〕

児童育成事業推進等対策事業 ‐〉児童環境づくり基盤整備事業

700百万円 → 200百 万円

(主な内容 )

児童健全育成に資する模範的・先駆的事業等への助成

¬ 予算額の推移 (単位 :百万円 )

年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度予算案

予算額 1′000 900 900 700 200
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(市町村事業分)
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2事業内容

近年の出生率の低下に伴う少子化、核家族化や都市化の進展等、子どもや家庭を取り巻く

環境の変化を踏まえ、模範的・先駆的な児童健全育成事業を実施し、その成果を全国に向け
て発信することで、児童が健やかに生まれ育つための環境づくりを支援する。

3実施主体

都道府県目指定都市・中核市

※市町村 (特別区を含む。)事業分は平成22年度限りで廃止

4補助率

定額 (可 0/10相 当)

（踏
羊
ｅ



「児童環境づくり基盤整備事業費補助金交付要綱Jの一部改正について 新旧対照表 (案 ) (別 添 )
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改 正 後 現
一丁

男J

児童環境づくり基盤整備事業費補助金交付要綱

(通 貝1)

(交付の目的 )

2 略

(交付の対象)

3 この補助金は、平成 9年 6月 5日 児発第 396号厚生省児童家庭局長通

知 「児童環境づくり基盤整備事業の実施についてJに より、都道府県、指

定都市及び中核市が行 う事業を交付の対象とする。

(削除)

児童環境づくり基盤整備事業費補助金交付要綱

(通 則 )

児童環境づ くり基盤整備事業費の国庫補助金については、予算の範囲内

において交付するものとし、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する

法律 (昭和 30年法律第 179号 )、 補助金等に係る 7‐算の執行の適正化に

関する法律施行令 (昭和 30年政令第 255号 )及び厚生労働省所管補助

金等交付規則 (平成 12年厚生省・労働省令第 6号)の規定によるほか、

この交付要綱の定めるところによる。

(交付の目的)

2 この補助金は児童手当法 (R召 和46年法律第 73号)第 29条の 2に規

定する児童育成事業として、児童環境づくり基盤整備事業を実施し、児童

の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(交付の対象)

3 この補助金は、次の事業を交付の対象 とする。

(1)児 童育成事業推進等対策事業

平成 9年 6月 5日 児発第 396号厚生省児童家庭局長通知 「児童環境

づくり基盤整備事業の実施について」の別添 1「児童育成事業推進等対
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(肖 1除 )

策事業実施要綱Jにより、都道府県、指定都市、中核市及び市町村が行

う事業。

(2)民間児童館活動事業

平成 9年 6月 5日 児発第 396号厚生省児童家庭局長通知 「児童環境

づくり基盤整備事業の実施についてJの別添 2「民間児童館活動事業実

施要綱Jに より、市町村が行 う事業 (委話 |二 限る。)又は遡成する事業に

対して、都道府県が補助する事業、指定都市及び中核市が行 う事業 (委

託に限る。)又は助成する事業並びに社会福祉法人等が設置し、行 う事業

に対 して、都道府県、指定都市及び中核市が補助する事業^

(削除) (3)児童福祉施設併設型民間児童館事業

平成 9年 6月 5日 児発第396号厚生省児童家庭局長通知 「児童環境

づくり基盤整備事業の実施について」の別添 3「児童福社施設併設型民

間児童館事業実施要綱Jに より、市町村が行 う事業 (委託に限る。)又は

助成する事業に対して、都道府県が補助する事業並びに指定都市及び中

核市が行 う事業 (委託に限る。)又は助成する事業。

(削除 ) (4)地域子育て環境づ くり支援事業

平成 9年 6月 5日 児発第 396号厚生省児童家庭局長通知 「児童環境

づくり基盤整備事業の実施についてJの別添 4「地域子育て環境づくり

支援事業実施要綱」により、市町村が行 う事業に対して都道府県が補助

する事業並びに指定都市及び中核市が行 う事業^

(肖 1除 ) (5)ll職組織活動育成事業

平成 9年 6月 5日 児発第 396号 厚生省児童家庭局長通知 「児童環境

づ くり基盤整備事業の実施について」の別添 5「地域組織活動育成事業

実施要綱Jに より、市町村が助成する事業に対 して都道府県が補助する

事業並びに指定都市及び中核市が助成する事業^
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(交付額の算定方法) |(交付額の算定方法 )

4 この補助金の交付額は、次により算出するものとする。        14 この補助金の交付額は、次により算出するものとする。

ただし、算定されたそれぞれの額に 1, 000円 未満の端数が生じた場 |  ただし、算定されたそれぞれの額に 1, 000円 未満の端数が生じた場

合には、これを切 り捨てるものとする。                1 合には、これを切 り捨てるものとするの

児童環境づくり基盤整備事業に必要な経費の実支出額から寄付金その他

の収入額を控除した額の範囲内で、厚生労働大臣が必要と認めた額

(肖 1除 ) (1)都道府県分

別表の第 1欄に定める区分ごとに次のア及びイにより算出された額、

次のウにより算出された額の合計額

ア 男|1表 の第 1欄の偉今育成推進事業者について、第 2欄に定める基準

額 と第 3欄に定める対象経費の実支出額か ら寄付金その他の収入額を

控除 した額 とを比較 して少ない方の額を撰定す る
^

(削 除)

エ アにより選定された額に別表の第4欄に定める補助率を乗じて得た

額を交付額とする。

立 別表の第 1欄の児童育成事業推進等対策事業費について、第 3欄に

定める対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額の

範囲内で、厚生労働大臣が必要と認めた額を交付額とする。

(2)指定都市 。中核市分

別表の第 1欄 に定める区分ごとに次のアにより算出された額、次のイ

及びウにより算出された額の合計額

二 別表の第 1欄の児童育成事業推進等対策事業費について、第 3欄に

定める対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除 した額の

節 141内で、厚 /「 労働大臣が必要 と認めた額を交付額 とする^

工 別表の第 1欄の健全育成推進事業費及び市町村児童環境づくり基盤

整備事業費について、第 1欄の区分ごとに第 2欄に定める基準額と第
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(肖 J除 )

3欄に定める対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除し

た額とを比較して少ない方の額を選定する。

立 イにより選定された額に別表の第 4欄に定める補助姿を乗じて得た

額を交付額とする。

J3)市 町村分 (特別区を含み指定都市、中核市を除くぃ)

別表の第 1欄 に定める区分ごとに次のアにより算出された額、次のイ

及びウにより算出された額の合計額

z 型塞の第 1欄の児童育成事業推進等対策事業費につrて、第 3欄に

定める対象経費の実菫出額から寄付金その他の収入額を控除した額の

範囲内で、厚生労働大臣が必要と認めた額を交付箱とする^

(肖 J除 )

二 別表の第 1欄の市町量児童環境づくり基盤整備事業費 !こ っいて、第

2欄 !二 定める基準額と第 3欄に定める対象経費の実支出額から寄付金

その他の収入額を控除した額とを市町村ごとに比較して少ない方の額

を選定する。

2 イ|二 より選定された額に3分の 2を乗じて得た額と都道府県が補助

した額とを比較して少ない方の額の合計額に 2分の 1を乗じて得た額

を交付額とする。

(4)社会福祉法人等分

別表の第 1欄の市町村児童環境づくり基盤整備事業費のうち、民間児

童館量動事業費につセさ玉、次のア及び∠により算出された額の合計額

二 別表の第 2欄に定める基準額と第 3欄に定める対象経費の実支出額

たら宣生全その他の生‐△額を控除 した空 とを社会福祉塗△等ごとに比

較 して少ない方の額を選定する^

エ アにより選定された額に3分の 2を乗じて得た額と都道府県、指定

都市及び中核市が補助 した額とを比較して少ない方の額の合計額に2

分の 1を乗じて得た額を交付額とするの
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(交付の下限)

5 4に より算定された補助金の額の合計が、都道府県及び指定都市にあっ

ては 100万 円、中核市にあつては 50万円に満たない場合には交付の決

定を行わないものとする。

(交付の条件 )

6 この補助金の交付の決定には、次の条件が付 されるものとする。

(1)事業を中止 し、又は廃止する場合には、厚生労働大臣の承認を受けな

ければならない。

(2)事業により取得 し、又は効用の増加 した価格が単価 50万円以上の機

械及び器具については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法

律施行令第 14条第 1項第 2号の規定により、厚生労働大臣が別に定め

る期間を経過するまでは、厚生労働大臣の承認を受けないでこの補助金

の交付の目的に反 して使用 し、譲渡 し、交換 し、貸 し付け又は担保に供

してはならない。

(3)厚生労働大臣の承認を受けて財産を処分することにより収入があつた

場合には、その収入の全部又は一部を国庫に納付 させることがある。

(4)事業により取得 し、又は効用の増加 した財産については、事業完了後

においても善良な管理者の注意をもつて管理するとともに、その効率的

な運用を図らなければならない。

(5)補助金 と事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした別紙様式 1

による調書を作成 し、これを事業完 f後 5年間保管 しておかなければな

らない。

(削 除)

(交付の下限)

5 4に より算定された補助金の額の合計が、

ては 100万 円、中核市にあつては 50万円

都道府県及び指定都市にあつ

、市町村 (特別区を含む6)に

あつては 10万円に満たない場合には交付の決定を行わないものとする。

(交付の条件 )

6 この補助金の交付の決定には、次の条件が付 されるもの とする。

(1)直接補助事業に係る場合

ア 事業を中止 し、又は廃止する場合には、厚生労働大臣の承認を受け

なければならない。

イ 事業により取得 し、又は効用の増加 した価格が単価 50万円以上の

機械及び器具については、補助金等に係 る予算の執行の適正化に関す

る法律施行令第 14条第 1項第 2号の規定により、厚生労働大臣が別

に定める期間を経過するまでは、厚生労働大臣の承認 を受けないでこ

の補助金の交付の目的に反 して使用 し、譲渡 し、交換 し、貸 し付け又

は担保に供 してはならない。

ウ 厚生労働大臣の承認を受けて財産を処分することにより収入があつ

た場合には、その収入の全部又は一部を国庫に納付 させることがある。

工 事業により取得 し、又は効用の増加 した財産については、事業完了

後においても善良な管理者の注意をもつて管理するとともに、その効

率的な運用を図らなければならない。

オ 補助金 と事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした別紙様式

1に よる調書を作成 し、これを事業完 f後 5年間保管 しておかなけれ

ばならない。

(2)問接補助事業に係 る場合

二 都道府県又は指定都市若 しくは中核市が市町村若 しくは社会福祉法

人等に対 して間接補助金を交付する場合には、(1)のアからオに掲げ
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(6)補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る

消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、別紙様式

二により速やかに厚生労働大臣に報告 しなければならない。

なお、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部 (又は一支

社、一支所等)であつて、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、

本部 (又は本社、本所等)で消費税及び地方消費税の申告を行っている

場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行 うこと。

また、厚生労働大臣に報告があつた場合には、当該消費税及び地方消

費税に係 る仕入控除税額の全部又は一部を国庫に納付 させ ることがあ

る。

る条件 (た だし、社会福祉法人等については、オの条件にかえ 1事業

に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出に

ついて証拠書類を整理し、かつ当該帳簿及び証拠書類を事業完了後 5

年間保管しておかなければならない。Jの条件を加える。)を付さなけ

ればならない。この場合において (1)のア及びウ中 1厚生労働大臣J

とあるのは、「都道府県知事又は指定都市若 しくは中核市の市長」と、

(1)のイ中「厚生労働大臣の承認」とあるのは 1都道府県知事又は

指定都市若 しくは中核市の市長の承認Jと (1)の ウ中「国庫」とあ

るのは、「都道府県又は指定都市若しくは中核市Jと 読み替えるものと

する。

二 都道府県又は指定都市若しくは中核市は、国から概算払により間接

補助金に係る補助金の交付を受けた場合には、当該概算払を受けた補

助金に相当する額を遅滞なく市町村若しくは社会福祉法人等に交付し

なければならない。

2 間接補助事業者から財産の処分により収入の全部又は一部の納付が

あつた場合には、その納付額の全部又は一部を国庫に納付 させること

がある。

(3)補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る

消費税及び地方消費税に係 る仕入控除税額が確定 した場合は、別紙様式

11により速やかに厚生労働大臣に報告 しなければならない。

なお、補助事業者が全国的に事業を展開す る組織の一支部 (又は一支

社、一支所等)で あって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、

本部 (又は本社、本所等)で消費税及び地方消費税の申告を行っている

場合は、本部の課税売上割合等の中告内容に基づき報告を行 うこと。

また、厚生労働大臣に報告があつた場合には、当該消費税及び地方消

費税に係 る仕入控除税額の全部又は一部を国庫に納付 させ ることがあ

る。
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(申請手続 ) (中 請手続 )

7 この補助金の交付の申請は、次により行 うものとする。7 この補助金の交付の申請は、別紙様式 2に よる申請書に関係書類を添え

て、毎年度 5月 末 日までに厚生労働大臣に提出して行 うものとする。

(削 除) (1)都 t首 府県が行 う男|1表の第 1欄の児童育成事業推進等対策事業及び健全

(肖 1除 )

育成推進事業、市町村及び社会福祉法人等が行 う別表の第 1欄の市町村

児童環境づ くり基盤整備事業費に対 して、都道府県が補助する事業、指

定都市及び中核市が行 う別表の第 1欄の児童育成事業推進等対策事業、

健全育成推進事業及び市町村児童環境づ くり基盤整備事業費並びに社会

福祉法人等が行 う別表の第 1欄の市町村児童環境づくり基盤整備事業費

に対 して、指定都市及び中核市が補助する事業

都道府県知事又は指定都市若 しくは中核市の市長は、別紙様式 2に よ

る申請書に関係書類を添えて、毎年度 5月 末 日までに厚生労働大臣に提

出するものとする。

(2)市町村が行 うrll表 の第 1欄の児音育成事業推進等対策事業

ア 市町村長は、別紙様式 4に よる申請書に関係書類を添えて、毎年度

5月 末日までに都道府県知事を経由して厚生労働大臣に提出するもの

とする。

工 都道府県知事は、アの申請書を取りまとめ、別紙様式 6に よる進達

書を添えて、厚生労働大臣に掃出する(、 のとするぃ

(変 更申請手続 )

8  (略 )

(変 更申請手続 )

8 この補助金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更 して追加

交付申請等を行 う場合には、 7に定める申請手続に従い、毎年度 1月 末 日

までに行 うものとする。
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(交付決定までの標準的期間)                    |(交 付決定までの標準的期間)

9  (略 ) 19 国は、交付申請書が到達 した 日から起算 して原則 として 90日 以内に交

付の決定を行 うものとす る。

|(補助金の概算払)(補助金の概算払)

10  (略 ) 110 厚生労働大臣は、Z、要があると認める場合においては、国の支払計画承

認額の範囲内において概算払をすることができる。

|(実績報告)(実績報告 )

11 この補助金の実績報告は、事業完了後、 1か月を経過 した 日又は翌年度 111 この補助金の実績報告は、次により行 うものとする。

4月 10日 のいずれか早い 日までに別紙様式 4に よる報告書に関係書類を

添えて、厚生労働大臣に提出して行 うものとする。

(肖 1除 ) (1)都道府県が行 う見J表の第 1欄の児童育成事業推進等対策事業及び健全

育成推進事業、市町1す■0社会福祉法△篭が行 う別表の第 1欄の市町村

児童環境づくり基盤整備事業費に対して、都道府県が補助する事業、指

定祖市及び中核市が行 う別表の第 1欄の児童育成事業推進等対策事業、

健全育成推進事業及び童田[村児童環境ゴくり基盤整備事業費並びに社会

福祉法人等が行 う別表の第 1欄の市町1ま児童環境づくり基盤整備事業費

に対 して、指定都市及び中核市が補助する事業

登道重県笙蔓ヌはす旨定都市若しくは中核市の市長は、事業完 了後、 1

(削除 )

か月を経過した日又は翌年度4月 10日 のいずれか早い日までに別紙様

式 8に よる報告書に関係書類を添えて、厚生労働大臣に提出するものと

する。

(2)市町村が行 う別表の第 1欄の児童育成事業推進等対策事業

二 市町村長は、事業完了後、 1か月全経過 した日又は翌年度4月 10
日のいずれか早い日まで1二男J紙様式 91~ょ る報告書をIFl道府県知事を

経由して厚生労働大臣に提出するものとするの



二 都道府県知事は、アの報告書を取 りまとめ、別紙様式 loに よる進

津書を添夕て、厚生労働 大臣に掃出する |、 のとする^

(補助金の返還 )

12  (略 )

(補助金の返還 )

12 厚生労働大臣は、交付すべき補助金の額を確定した場合において、既に

その額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その超え

る部分について国庫に返還することを命ずる。

(そ の他 )

13 特別の事情により4、 7、 8及び 11に定める算定方法、手続によるこ

とができない場合には、あらかじめ厚生労働大臣の承認を受けて、その定

めるところによるものとする。

(そ の他 )

13  (略 )

CO
ω



(削 除)

児童育成事業推進等対策事業

(1)都道府県、指定都千IF及び中核市に対し
厚生労働大臣が認めた額

(2)市区町村に対し厚生労働大臣が認めた

額

2民間児童館活動事業費

(1)児童館

民間児童館活動事業実施要綱の3(1)～

(4)に 18Jげる事業のうち2事業以上を実施

1か所当たり年額
1,799,000円 ×か所数

(ただし、事業期間が6か月未満の小型

児童館にあっては、1か所当たり899.000

円とする)

(2)児童センター

民間児童館活動事業実施要綱の3(1)～

(4)に 掲げる事業のうち2事業以上を実施

1か所当たり年額
2,968,000円 ×か所数

(ただし、事業期間が6か月未満の児童

センターにあっては、1か所当たり

1,484,000円 とする)

児童福祉施設併設型民間児童館事業費

1か所当たり年額
9,999,000円 ×か所数

(ただし、事業期間が6か月未満の児童福祉

施設併設型民間児童館にあつては、1か所当

たり4.995,000円 とする)

児竜福祉施設併設ntl民

童館事業に必、要な経費

CO
ヽ



(削 除)

地

域

子

育

て

支

援

に

必

要

な

綱

費

4地域 子育て環境づくり支援事業費

都道府県、指定都 ||、 中核市1か所当たり

年額  935,000円

地域 子育て環境づくり支援 事 1/3
業に必要な経費

ヨ

劃

測

鼎

彙

到

引
馴
刺
コ
目
轡
瑚

く―

リー

塁 地域組織活動育成事業費

1か所当たり年額

189,000円 ×組織数

地域組織活動育成事業に必 1/3
要な経費

Φ
0



平成  年度児童環境づくり基盤整備事業費国庫補助金調書

厚生労働省所管        年金特別会II     児童手当及び子ども手当勘定

1注 1 1「 地方公共団体」のf科 目Jは、国の歳出予事科目の区分に対応する部分まで区分すること。

2「 予算現額」よ当初予算機、補正予算額、予備費支出額、流用増△減額等の区分を明記すること,

別紙株式1

平成  年度児童環境づく嵯 盤整備事業■日庫補助金調書

厚生労働省所管        年金特″会II      児童手当及び子ども手当勘定

(注 )1「地方公共団体」の「科目Jよ 日の歳出予算科目の区分に対応する部分まで区分すること.

2[予 算現機」|よ 、当初予算機、補正予算機 予備費支出額、流用増△減額等の区分を明記すること.

国 地 方 公 共 団 体

歳 出 予 算 科 目 補助率

予 算 現 償 収 入 済 傾 予 算 現 額
,ち

支 出 済 額
ち

頂1 児童育成事業費

(目 )児 童育成事業費補助金

(積 算内訳|

11)県 昔の機

'盲

成に必要な経書

児盲首咸事業柑土等対策事業費

市町村児童攪靖づくり基常整備事業書

12脱墟子育て

'謳

に必専な経着

鞣今盲蔵雄【彗生書

市町村児音層靖づく嵯 幕整備事業書

地 方 公 共 団 体

歳 出 予 算 科 目 交付決定機

歳 歳   出

予 算 現 額 収 入 済 額 科 目 予 算 現 績
ち
耐

支 出 済 額

項1 児童育成事業費

1目 1 児童育成事業費補助金

(積 算内訳|

1,童 ■
"づ

くり豪辮格備事業

96



Φ
Ч

別紙様式 2 別紙様式 2

番          号

平成  年  月  日

番          号

平成  年  月  ||

厚 生 労 働 大 臣  殿 |,生 労 働 人 巨  殿

都道府県知事

指定都市市長

中核 市 市長

都道府県知事

指定都市市長

中核 市 市 長

平成  年度児童環境づくり基盤整備事業費国庫補助金の交付中請について

標記の国庫補助金に係る事業について、次のとお り関係書類を添えて中請する。

1 国庫補助金中請額   金       円

2 平成  年度児童環境づくり基盤整備事業費国庫補助金所要額表 (別 表 1)

3 平成  年度児童環境づくり基盤整備 事業費国庫 lll助全事業計画書 (別 表 2)

4 添付書類

当該事業に関する歳入歳出 予算書抄本

平成  年度児童環境づくり基盤整備事業費国庫補助金の交付申請について

標記の国庫補助金に係る事業について、次のとおり関係書類を添えて中請する。

1 国庫補助金中請額   金        円

2 平成  年度児童環境づくり基盤整備事業費国庫補助金所要額総括表 (別l表 1)

3 平成  年度児童環境づくり基盤整備事業費国庫補助金所要額内訳表 (別表 2)

4 平成  年度児童環境づくり基盤整備事業費国庫補助金事業計画書 (別 表 3)

5 添付書類

当該事業に関する歳入歳出予算書抄本



Φ
∞

別紙様式 3 別紙様式 3

番

平成

号

　

Ｈ月年

番

平成

号

　

日月年

厚 生 労 働 大 臣  殿 厚 生 労 働 大 臣  殿

都道府県知事

指定都市市長

中 核 市 市 長 忘□
年度児童環境づくり基盤整備事業費国庫補助金の変更交付申請について年度児童環境づくり基盤整備事業費国庫補助金の変更交付中請について 平成

標記の国庫補助金に係る事業について、次のとおり事業内容を変更したいのでF/7係 書類を

添えて申請する。

標記の国庫補助金に係る事業について、

添えて中請する。

次のとお り争業内容を変更したいので関係書類を

1 回庫補助金中請額   金       円

2 変更の内容

3 変更の理由

4 平成  年度児童環境づくり基盤整備事業費国庫補助全所要額表 (別 表 1)

１

２

３

４

５

一

６

一

７

一

同庫補助全中請額   金        円

変更の内容

変更の理 lll

平成  年度児童環境づくり基盤整備 事業費国庫補助金所要額総括表 (別表 1)

平成  年度児童環境づくり基盤整備事業費国庫補助仝所要額内訳表 (ワ 1表 2)

５

一
　

６

一

平成  年度児竜環境づくり基盤整備事業費国庫補助金事業計画書 (別表 2)

添イヽ1書類

当該事業に関する歳入歳出 i算 書抄本

平成  年度児童環境づくり基盤整備事業費国庫補助金事業計画書 (別 表 3)

添付書類

当該事業に関する歳入歳出 ■算書抄本



別表1

平成  年度児童環境づくり基盤整備事業費国庫補助金所要額総括表

別表1

平成 年度児童環境づくり基盤整備事業費国庫補助金所要額表

区 2 風 座 盤 動 基 杢 盟 盟 回 座 盤 助 盤 備  考

1)児 童の健全育成に必要な経費

児童宣成主主推進笠五五皇圭]

■E ■E

立堕ll児童菫豊ゴくユ基盤整饉皇塞]

上 EL

2激域子育て支援に必要な絡書

健 全 宣 成 推 進 蔓 圭 ]

立堕ユ児童量菫つくユ基盤整豊皇圭]

上 註

△
ユ 土

(注 )卵1表 2の 各表に記■された数値と付合すること.

対 2 経 費

基 笙 螢 ④

ユ厘盆助基▲壼【風厘楓Ш壼

6 備 左す出予宇籠C 査旦金ヱΩttΩ 差 ] 盤
l① 二②l三 ③

∩ル∩タルヽ 174

虫 △ 盤 ② 上旦左Ω盤10

E [ E
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1都憤府県分

（生
荘
）

(1)児 童育成事業構蓋等対策事業曹

l道 五E菫 生 螢

`

ユ塵螢ユ基室盛
Ш 盪虹」
:、 十n洒 )r

巨日 厘 盪 ユ

曇■i症 重〔
呈i全 ■2地コ ユ  」

-0ヽ =“

100



刹

∃

「

飢

L奎 重 黎

…
;五 li3■ 91=.1_1,_1

101



■  ,
`¨

l■ ■ユニユ

ll■ ■■
'

■■■2■ :11日

001

¨

…

…

一

■ ■ ■

1

皿

…
_Ji―

■ ■ 2

1 ≠
…

■

　

饉
Ш

（生
豆
）
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（低
荘
）

103



EL

（生
蔓
）

104



別表旦

平成 年度児童環境づくり基盤整備事業費補助金事業計画書

■ 都道府県分

(1)児童育成事業推進等対策事業費

事 業 実 施 内 容

(注)参考となる資料があれば添付してください。

別表2

平成 年度児童環境づくり基盤整備事業費国庫補助金事業計画書

事 業 実 施 内 容

(注)参考となる資料があれば添付してください。

105



(2)健全育成推進事業者(地域子育て支援に必要な経費)

区 分 皇 美 実 施 Δ 査 備   豊

地域子育て環境づくり支援事業

（低
羅
）

106



2指定都市・中核市分

(1)児童育成事業推進等対策事業費

皇芸皇施△査

(注)参考となる資料があれば添付してください。

（生
裏
）

107



(2)健全育成推進事業費(地域子育て支援に必要な経費)

区 2 皇 芸 塞 施 内 容 備   孟

地域子育て環境づくり支援事業

（生
蔓
）

108



上 足 ユ 立 =皇核 立 i 運 宣 主 迷 里 童 厘 生 施 設 ヱ 皇 主 且 数

掌 締 事 業

饉   豊
圭 去 堂 選 択 圭 蓋

か F

食   土 か 所

ア   事 業

イ  事 業

ウ  事業
工  事 業

② 選 択 事 業 欄 :

（憑
豆
）

109



イ 県童福ネl施設併設型民間児童館事業者

（生
豪
）

a実施概要

指定都市1中核市名 運 賞 主 体 児童厘 生施 設生 皇業且 数 備  主

胡

合   計 皿

110



b締 語の縫尊

織 暉 静 |● 壼 クラプの 名 称 錮囲］
阻 笙丘 皿 虫

児 敬

豊   童卜字 1 卜字 4
‐

―

二 Ω 上
趾

Ш

`5)lF會
腱 全 書 静 絆 剛

==

(:キ )■
2

(3)の関m時間徴籠 には _1日 の平均 nRA● 酔闊輸をRP入すること^

(4)、 (5)の 霙席の若無櫂には、室権する
=糞

にOFD″ 8P入すること^

利

割

「



ウ 地域組織活動育成事業費

実 施 立 ■ 地 域 組 織 ム 会 且 数
活動の拠点となる児童厚生施設

備  豊
菫 ム 捜 公 共 施 設 生

込

金  融 劃

（盤
裏
）

112



(削除 )
(1)市 ar村孵●G“ づくり基盤鬱●事菫書

ヱ

…

ユ ニ 主 盤

― EL
連 菫 主 豊 五 三 厘 三 二 量 ニ 三 二 且 虫

菫 三 ニ ニ

儘   豊
三  二  菫 選 択 三 二

小  ll 麹

上  BI 調 -
-
一

量

二ユ

Ａ

主 コ 一一一
一
一
ω



イ 児童福莉}施設併設型民FBn児 童鯖事業者

刹

潮

「

諸置キ休 運 営 主 体 児童厘生施設ム 塁 業 且 数 盤  豊

鰯

小   計 画

小   計 皿

合   計 画

114



b ttl● の日車

(さ)1 (3)の 間A●時間mIIEに 1ま、lBの平均誦鍛時間性多認入すること̂

2 (4)_(5)の室ホの右彙欄には、室議するこ糞に0印を記入すること、

州

ヨ

「
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ウ 地域組織活動育成事業費

利

当

「

立 ユ 五 五 地 塁 組 織 二 金 且 生
活動 の拠 点となる 児童 厘生 柿 鍋

饉  豊
こ と L公 共 施 設 ■

ム

上  止 か 漸

■  ■ か 所

■  ■ か 所

食  ■
市  ET 村 )

か 所
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4 社 会福 llL法 人 等分

(注 )実 施 事 業 欄 に次 の とお り記 入 の こと。

∩ 専婁数欄 : 実施する予定の事業数を記入すること
② 課択事業欄 : 下記の「略号 1を記入すること

（生
裏
）

立 ユ 五 ム 設 置 主 込 運 豊 主 生 旦 重 厘 生 施 設 i 室 芸 且 虫
=血

皇 芸

饉  豊
皇 墓 堂 選 択 皇 芸

圧

金   El か 所

ア  事業

イ  事業

ウ  事業

ェ  事業
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(削除 ) 別紙様式 4

番        号

平成  年  月  日

厚 生 労 働 大 臣  殿

市 町 村 長

平成  年度 lFL童環境づくり基盤整備事業費国庫補助金の交付申請について

標記の国産補助金に係る事業について_次の }お り関係書類ケ添えて申請する´

l

,

3

4

国庫補助金申請額   金        円

平成  年度児童環境づくり基盤整備事業費国庫補助金所要額調書 (別表 1)

平成  年度児童環境づくり基盤整備事業費国庫補助金事業計画書 (別表 2)

添付書類

当該事業に関する歳入歳出予算書抄本



一
一
〇

(削除 ) 別紙様式 5

番         号

平成  年  月  日

厚 生 労 働 大 臣  殿

市 町 †す長

平成  年度児童環境づくり基盤整備事業費国庫補助金の変更交付申請について

標記の国庫補助金に係る事業につし`て、次のとおり事業内容を変更したいので関係書類を

添えて申請する

.1 国庫補助金申請額

2 変更の内容

3 変更の理由

金         円

4 平成  年度児童環境づくり基盤整備事業費国庫補助金所要額調書 (別l表 1)

5 平成  年度児童環境づくり基盤整備事業費国庫補助金事業計画書 (別表 2)

6 添け書類

当該事業に関する歳入歳出予算書抄本
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別表2

平成 年度児童環境づくり基盤整備事業費補助金事業計画書

児童育成事業推進等対策事業

皇 菫 実 施 △ 査

(注)参考となる資料があれば添付してください。

刹

ヨ

「
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一
Ｎ
Ｎ

(削除 ) 別1紙様式 6

番         号

平成  年  月  日

厚 生 労 働 大 臣 殿

都 道 符 県 知 事

平成  年度児童環境づくり基盤整備事業費国庫補助金の交付申請に関する進達について

標記について、管内市町村長から申請があったので、取りまとめて進津する.

上 国庫補助金申請額   金        円

2 平成  年度児童環境づくり基盤整備事業費国庫補助金市町|1別所要額調書 (別表)

3 市町村別補助金交付申請書



一
間
ω

(肖 り除 ) 別紙様ヨミ7

番         号

平成  年  月  日

厚 生 労 働 大 臣 殿

都 道 府 県 知 事

標記 について、管内市町村岳か ら申請が あったので、殿 りま とめて進津す る

ｌ
一
　

，
二
　

３
一
　

■
一
　

５
一

国庫補助全申請額   金        円

変更の内容

変更の理由

平成  年度児童環境づくり基盤整備事業費国庫補助金市町村別所要額調書 (別 l表 )

市町村別補助金交付申請書



一
Ｎ
一

別紙様式 4 別紙様式 8

番

平成

号

ロ

番

平成

口万
　
日月年

厚 生 労 働 大 臣 殿 厚 生 労 働 大 臣  殿

都道府県知事

指定都市市長

中核 市市長

都道府県知事

指定都市市長

中核 市市長

年度児童環境づくり基盤整備事業費国庫補助金の実績報告について 平成  年度児童環境づくり基盤整備事業費国庫補助金の実績報告について

標記の国庫補助金{I係 る事業の実績について、次のとおり関係書類を添えて報告する。

1 平成  年度児童環境づくり基盤整備事業費国庫補助金収支精算額表 (ワ ,表 1)

2 平成  年度児童環境づくり基盤整備事業費国庫補助全に係る事業実施状況 (別l表ヱ )

3 添付書類

当該事業に関する歳入歳出決算書 (又 は見込書)抄本

標記の国庫補助金に係る事業の実績について、次のとおり関係書類を添えて報告する。

１

　

，
一

　

３

一
　

４

一

平成  年度児童環境づくり基盤整備事業費国車補助全収支精算額総括表 (別表 1)

平成  年度児童環境づくり基盤整備事業費国庫補助金収支精算額内訳表 (印 l表 2)

平成  年度児童環境づくり基盤整備事業費国庫補助金に係る事業実施状況 (別表 3)

添付書類

当該事業11関する歳入歳出決算書 (又 は見iム 書)抄本



卵1表 1

平成  年度児童環境づくり基盤整備事業費国庫補助金精算額盤二表

男1表 1

平成 年度児童環境づくり基盤整備事業費国庫補助金精算額表

i重 宣成二菫上土塁ユ五三芸

立堕五児二重ユ」

`ユ

基盤豊饉笙

量 全 hユ 止 進 里 菫

立菫五五工麗重り

`ユ

基盤豊饉笙墓

菫 i 盟 ユ

L菫 盤 C

ユ塵掘堕基▲」
ハル(T、ふレ

"1マ

晨風座趙勁」

`

L位 選 i」

|

L  ム  」

`

自■i△工足」

n‐
l_6ハ (1

饉  五
星■出螢f

諄‖舎子の緞σ ユ
iil-r2r) =13入 籠 櫓 bな いナ0籠 )(

日 E 日 日 日 E E

125



腔

平虚 年書県壼J燎まり■●黎G3富ξttE綺 麟0■■■肉口癖

13道府塵分

霜

∃

「

(:)県音吉盛事菫■■事‖讐3=書

E違 壼皇

`

■■罪詈

豊 盤 饉

ユ壼櫨n基 本書E日 菫櫨ユJ

:=出 菫」
譴趾■■nttι
,  1  

“

 rう

811   m
_め1、  =`1

[

126



― -2

相

当

「

ー

…

t=菫
`

鷹ヽI BL=△ Lユ 壼 量 ■ 1

ニ ユ 螢 |
ulm   」

=豊 ユ ニ 」

二掟菫JIJ E   2

lユ ニユムム
'

Lユ ニ■ ■ 1

―

■ ■ 菫 0

ι鳳■■●ユ●ユニ J

/

饉

`=菫
J

1ュ i ntニ ュ1 L口 庄 ユ |11

壼
`■

■ l“iユ ユ ニ 」

127



¨

1■ ■■■■ IEE■ ■

[■ 111

00t
′

―

LO―
D"■か     "

-88-

≠
ユ ニ =

00E

:]■■■■■■■1

m・L―
・

―
n3-

―

…

‐

′
B ■ ■

…

・　　̈
・

州

測

「

128



ユ  」

甘●20

(`,x″

"=`|

口i■ ■」戯1

=』
■■■1 1日 ■■21

0x製 )」iI漫 」
五 n■ , ■■11

00市

/
/

・ｍ ¨

利

∃

「

129



■   '
E2■■

111
Li■■111 l■■211 ■■i盪

■1■ 1
|ム全12ム

`、■ ■ (

012′ 3●0
,ない方の自

i

00■人 liえ■ial■ ■
1,小 1児 |こ         か薇

う
^`0な

鮨●16月 ■■  か蔵

21児 ltレ1-        か薇

うち口倉

`卜

●●6口 楽歯  ホ薇

曇 l■ ■■■■■■■

/
1)小 壼児會こ         か薇

うち口倉な鮨●口6月 去■  か薔

J児ロセン

'―

    か諄

うち

`|■

,al16口 芸■  か薔

il

鳳 ■ ■ 薫 102■

（
―
鮒
副
「

130



別表旦

平成 年度児童環境づくり基盤整備事業費補助金にかかる事業実施状況

1都道府県分

(1)児童育成事業推進等対策事業書

事 業 実 施 内 容

(注 )参考となる資料があれば添付してください。

別表2

平成 年度児童環境づくり基盤整備事業費国庫補助金に係る事業実施状況

事 業 実 施 内 容

(注 )参考となる資料があれば添付してください。
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(2)健全育成椎it事業普(地域子育て支援に必要な経瞥)

区    分 皇 芸 寒 施 壼 査 饉   主

地域子育て環境づくり支援事業

瓢
罰

「
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2指 定都市・中核市分

(1)児音育成事業推進等対策事業菅

皇 圭 実 施 △ 容

(注 )参考となる資料があれば添付してください。

州

測

「
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(2)-2健全育成椎it事業費(地域子育て支援に必要な経書)

区    分 壺 芸 実 施 血 容 備   豊

地域子育て環境づ〈り支援事業

（低
羅
）

134



菫 ニ ユ 立 二虫 核 血 皇 三 主 主 込 旦 三 星 生 施 設 三 二 表 ユ 数

雲 施 壷 菫

二   圭
茎 菫 数 選 択 ユ 墓

か 月

食   ユ か 商

ア   =彙
イ  =婁
ウ   =婁
ェ   =曇

担定 皿重 ■■核 立 ■ 児 童 屋 虫 施 設 三

刹

淵

「

135



イ 県童福祉施設併設型屁PB紳童館事業者

相

当

「

里童星生施設生

136



h輛 語 の 藩 尊

引

∃

「

137



ウ 地域組織活動育成事業書

宝 施 立 豊 地 域 盤 撤 五 全 且 数
活動の拠点となる児童厚生柿調
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ウ 地域組織活動育成事業書
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4 社会福オl法人事分
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一
ヽ
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(肖1除 ) 別紙様式 9

番         号

平成  年  月  日

厚 生 労 働 大 臣  殿

市 町 村 長

平成 年度児童環境づ くり基摯整備事業管国産補助金の実綺報告について

上 平成  年度児童環境づくり基盤整備事業費国庫補助金精算額調書 (別表 1)

2 平成  年度児童環境づくり基盤整備事業費国座整助金に係る事業塞績状況 〔別表 2)

3 添付書類

当該事業に関する歳入歳出決算書 (又 は見込書)抄本
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卯1表 2

平成  年度児童 IIn境づくり基盤整備事業普補 助金に係る事 業実施状況

皇 業 塞 施 内 盗

(津 )参考ルなる奮料がふれば添付 l´てください^

引

潮

司
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ヽ
「

(肖J除 ) 別紙様式 10

番        号

平成  年  月  日

厚 生 労 働 大 臣  殿

都 道 府 県 知 事

平成  年度児童環境づくり基盤整備事業費国庫補助金の実績報告に関する進達について

標記について、管内市町村長か ら事業実績報告書の提出があったので、取 りまとめて進津す る.

1 国庫補助金精算額   金        円

2 平成  年度児童環境づくり基盤整備事業費国庫補助金市町村別精算額調書 (別表)

3 市町付別補助全事業実績報告書



距

平成 年度児童環境づくり基盤整備事業費補助金精算機講各(児童育成事業推進等対策事業費)
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一
ヽ
Φ

別紙様式 5 別紙様式 11

番

平成

都道府県知事

指定都市市長

中 核 市 市 長

日

番

平成

都道府県知事

指定都市市長

中核 市 市長

市 町 村 長

,

日

厚 生 労 働 大 臣  殿 厚 生 労 働 大 臣  殿

平成

平成  年  月  日

事業費国庫補助金について

年度消費税及び地方消費税仕入れ控除税額報告書 年度消費穐及び地方消費税仕入れ控除税額報告書

第  号により交付決定のあつた児童環境づくり基盤整備

交付要綱6(6)の 規定に基づき、下記のとお り報告する。

平成  年  月  日常    号により交付決定のあった児童環境づくり基盤整備事業

費補助金について、交付要綱6(3)の 規定に基づき、下記のとおり報告する。

1 補助金等に係る予算の
l・A行の適正化に関する法律第 15条 に基づ く額の確定額

又 :ま事業実績報 告額

金        円

1 補助金等に係る予算の執行の適正fヒ に関する法律第 15条に基づく額の確定額

又は事業実績報告額

児 童 育 成 事 業 推 進 等 対 策 事 業  金       円

民 間 児 童 館 活 動 事 業  全     円

児童福祉施設併設型民間児童館事業  全        円

地域千育て環境づ くり支援事業  金       円

地 域 組 織 活 動 育 成 事 業  金     円

2 ,肖 費縫及び地方1肖 費穐の申告{■ より確定した,肖 費税及び地方,肖 費税に係る仕入

控除額 (要国産補助金等返還相当額 )

児童 育 成 事 業推 進 等 対策 事 業  金       円

民 間 児 童 館 活 動 事 業  金     円

児童福祉施設併設型民間児童館事業  金        円

地域 子育 て環境づ くり支援事業  全       円

地 域 組 織 活 動 育 成 事 業  金     円

(注)別添参考となる書類 (2の金額7)積算内訳等)

2 消費税及び地方消費税の申告により確定した消費税及び地方消費純II係 る仕入

1空 除額 (要 国庫補助金等返還相当額)

金        円

(注)号り添参考となる書類 (2の 金額の積算内訳等)



「児童環境づくり基盤整備事業実施要綱」の一部改正について 新旧対照表 (案 ) (別添 )

一
ｕ
０

改 正 後 一丁現

児童環境づくり基盤整備事業実施要綱

1   日   白勺

核家族化の進行、児童虐待の増加など、子どもや子育てをめぐる環境の

複雑 。多様化により、家庭や地域における子育て機能の低下といつた問題

が生 じていることから、児童の健全育成に資する模範的・先駆的な事業等

を実施することにより、児童育成事業の普及や次世代育成支援対策等の一

乃」

児童環境づくり基盤整備事業実施要綱

目   自勺

核家族化の進行、児童虐待の増加など、子どもや子育てをめぐる環境の

複雑・多様化により、家庭や地域における子育て機能の低下といつた問題
が生 じていることから、安心 して子育てができる環境づくりを推進すると
ともに、次代を担 う児童の健全育成を支援することを目的とする3

事業の内容

この要綱において、次の事業を児童環境づくり基盤整備事業とするc

(1)児童育成事業推進等対策事業 (内容については、911添 1の ルおり)

甲
″

層の推進を図 り、次代を担 う児童の健全育成を支援す ることを目的 とする

2 実施主体

本事業の実施主体は、都道府県、指定都市及び中核市とする。

ただ し、事業の一部について事業を実施す るのに摘 した社会福れた法 人、

財団法人等に委託す ることができる 1)の とする。

3 事業内容

次に掲げる事業であって、全国的な推進 を図ろ うとす る際のキ駆的な取

(2)民間児童館活動事業 (内容については、別添 2の とお り)

(3)児童福祉施設併設型民間児童館事業 (内容については、別添 3の と
おり)

(4)地域子育て環境ゴくり支援事業 (内容につL〕 ては、別添 4の とおり)

(5)地域組織活動育成事業 (内容については、別添 5の とお り)

3 事業の実施方法等
各皇生の実施につぃ【は、511添 1～ 5に 定めるところによるものとする

組 であ り、かつ、その成果等 を全国に向けて 発信す ることができる取組 を

対象とする.

ただし、国が別途定める国庫負担 (補助)制度の対象となる事業は除外

する。

(1)児童育成のための普及啓発事業

(2)F音 律今育成に瞥す る樟節的事業

(3)児 童福祉、次世代育成支揺 対策等の推進 に閣 l´ 、岬音福れL柿設・封L

域住民 。社会福祉法人・民法第 34条の規定により設立された法人・

特定非営利活動法人・ボランティア等に対す る普及啓発事業

4)児童福祉の向 Lに合する各種研修会・ 連絡会議
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(5)帰 童福祉の向上を図るための開発・研究事業

(6)そ の411」 (1)～ (5)に準ずる事業

4 事業実施の手続き

本事業を実施 しようとする場合は、毎年度、別に定める方法により、事

前に協議を行 うものとする.

5 留意事項

(1)6の (2)に 定めるとお り、国の補助は原則として単年度である

が、事業の実施主体は、当該事業を継続するよう努めるものとするE

(2)国は、事業実施の成果を普及するため、実施主体に対 して、事業

の分析、検証等を行 うよう求めることができるものとする。

6費 用

(1)都道府県、指定都市及び中核市が実施する事業に対して、国は別に

定めるところによりlft助 するものとする3

(2)一 事業に対する国の助成は、原則として単年度限りとする。
ただし、事業によつて必要があると認められる場合には、複数年で

の実施も可能とする。
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児童育成事業推進等対策事業実施要綱

1   日白勺

児童の健全育成に資する模範的。先駆的な事業等を実施することにより、

児童育成事業の普及や次世代育成支援対策等の一層の推進を図ることを目

的とするE

2 実施主体

本事業の実施主体は、都道府県、市町村 (特別区を含むこ以下同じ.)と
する

=

ただし、事業の一部 !二 ついて事業を実施するのに適 した社会福祉法人、

財団法人等に委託することができる 1、 のとする、

3 事業内容

次に掲げる事業であって、全国的な推進を図ろうとする際の先駆的な取

組であり、かつ、その成果等を全国に向けて発信することができる取組を

対象とする
=

ただし、国が別途定める国庫負担 (補助)制度の対象となる事業は除外

するこ

(1)児童育成のための普及啓発事業

(2)児童健全育成に資する模範的事業

(3)児童福祉、次世代育成支援対策等の推進に関 し、児童福祉施設 。
llll

域住民・社会福祉法人・民法第 34条の規定により設立された法人・

特定非営利活動法△ 。ボランテ∠ア等に対する普及啓発事業
(4)児童福祉の向上に資する各種研修会・連絡会議

(5)児 童福祉 の向上を図 るための開発・研究事業

(6)そ の他 (1)～ (5)に 準ず る事業

4 事業実施の手続き

本事業を実施 しようとする場合は、毎年度、別に定める左法 |二 より、事

前に協議を行 うものとする.



5 留意事項

(1)6の (2)に 定めるとお り、国の補助は原則 として単年度である

が、事業の実施主体は、当該事業を継続す るよ う努めるもの とするこ

(2)国 は、事業実施の成果を普及するため、実施キ体に対 t´ て、事業

の分析、検証等を行 うよう求めることができる {ゝ のとする、

6費 用

(1)都道府県、指定都市並びに中核市及び市町村が実施する事業に対し

て、国は別に定めるところにより補助するものとする。

(2)一 事業に対する国の助成は、原則として単年度限りとするc

ただし、事業によつて必要があると認められる場合には、複数年で

の実施 も可能 とするc

４
０
ω
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民間児童館活動事業実施要綱

1 趣 旨

民間児童館の創意工夫・柔軟な対応等の特色を生かし、地域の実情・需

要に応 じた活動の積極的な取組を実施することにより、地域児童の健全育

成を図るものであるこ

2 実施主体

本事業の実施主体は、市町村 (特別区を含むc以下同じ。)又は民間児童

館を運営する者 (平成 2年 8月 7日 厚生省発児第 123号厚生事務次官通

知「児童館の設置運営について」の別紙「児童館の設置運営要綱J(以 下「運

営要綱」という.)の 第 2の 2(2)～ (4)に定める者をい う。)と するぃ

3 事業内容

運営要綱及び平成 2年 8月 7日 児発第 967号 厚生省児童家庭局長通知
「児童館の設置運営について」に定める活動のほか、次の (1)～ (4)
の事業の うち、 2事業以上実施するものであることご

(1)自 然体験活動事業

ひきこもりや不登校等の児童に配慮し、サマーキャンプ等野外での

活動を行 うものとする。

(2)子 ど|、 ボランテイア育成支援事業

子 ども自身によるボランテ ィアグループの育成 を図 り、その活動に

ついての支援を行 うものとする。

(3)児童健全育成相談支援事業

中・高校生を含む年長児童等及び保護者等からの相談に応 じ、学校

等関係機関と連携を図り、個別または集団指導を定期的に行 うものと

するこ

(4)年長児童等夫館促進事業

児童館令の中・高校生の来館を促進するため、中 。高校生が自主的

にイベン ト等の催 しを開催するための活動支援を行 うものとするぅ

(5)地域子育て支援拠点事業 (児童館型)

本事業は、(1)～ (4)と 同様に、民間児童館が実施する事業とし

けであるが 容 等 につ いて



交付金の交付対象事業及び評価基準について (平成 20年 11月 28日

雇児発第 1‐ 128003号 [地域子育て支援拠題皇業」に定めるものとするE

4 費 用

国は次の事業に対 して、別に定めるところにより補助するものとする。
(1)市町村が設置 し、実施する事業 (季託に限る )又は助成する事業に

対 して、都道府県が補助する事業

(2)指 定都市及び中核市が設置 し、実施する事業 (委 託に限るの)又 は助

成す る事業

(3)社会福祉法人等が設置 し、実施す る事業に対 l´ て、都道府県、指宇

都市及び中核市が補助する事業

0
u
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児童福祉施設併設型民間児童館事業実施要綱

1 趣 旨

民間の児童福祉施設に併設 した児童館において、児童養護施設、保育所
等の児童福祉施設の専門歯な養育機能を活用して、児童健全育成、児童養
育等に関する相談援助活動、各種子育て支援サービスの利用促進等を実施

す全二止 |こ より児童館事業の総合的な展開を図る{)の である̂

2 実施主体

本事業の実施主体は、市町村 (特別区を含む。以下同 じ.)又は民間児童
館を運営する者 (平成 2年 8月 7日 厚生省発児第 123号厚生事務次官通
知 「児童館の設置運営にっいて」の511紙 「児童館の設置運営要綱」の第 2
の2(2)～ (4)に 定める者をいうc)と する.

3 事業内容

(1)児童福祉施設で行 う事業

児童館を併設する児童福祉施設においては、延長保育等の特511保育
事業、児童家庭支援センターで行 う事業、短期入所生活援助 (シ ョー

トステ ィ)事業、夜間養護 (ト ワイライ トステイ)事業等地域の実情
に応 じた児童健全育成のための茎業を行 うものとする]

(2)併設 した児童館で行う事業

併設された児童館において、①から③までに掲げる事業を行うもの
とす る ,

① 児童福祉法 (昭和 22年法律第 164号 )第 6条の 2第 2項の放
課後児童健全育成事業

② 地域児童育成活動支援事業

地域の実情に応じて、次に掲げるような児童の健全育成に関する

地域の各種活動の支援、サービスの利用の促進を行 う〕
(ア)相談事業

地域住民からの児童の健全育成、養育に関する各種の相談への

対応E

(イ )啓発活動、福祉サー ビス利用の調整等

短期ム所生活援助 (シ ョー トステイ)事業、延長保育等の
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保査事業、放課後児童健全育成事業等各種子育て支援のための

サービスの実施状況、利用方法等についての情報の提供及びそ
の積極的な利用についての啓発、利用の調整 J

地域の児童健全育成に関する様々な情報 (行事、講座等)の収

集及び地域住民に対する情報提供 .

(ウ )地域住民による自主的な活動の支援等

児童の健全育成に関する子ども会、母親クラブ等の地域組織活

動等地域ボランティアグループの活動の紹介及び必要に応 じ日

頃の活動に対する支援 ,

(工)関係機関等への連絡・協力

児童相談所、福祉事務所、学校、児童委員等関係機関との連絡

及び関係機関による地域の児童 とその家庭の状況把握への協

力]

(オ)地域行事との連携

児童館利用児童の地域行事への参加の勧奨等による他世代 との

交流の促進 3

③ 児童健全育成特別事業

児童福祉施設の専門的機能を活用して、次に掲げるような児童健

全育成に関する特別事業を行 うc

(ア )子育て支援

専業主婦を対象とした育児セミナーの開催、子育て支援サーク
ルの設置促進、育児に関する情報提供等による子育て支援の

(イ )異年齢児との交流

保育所の乳幼児や児童養護施設の児童等と児童館利用児童との

交流による異年齢児との人間関係を構築する活動っ

(ウ )引 きこもり。不登校等児童に対する支援

児童委員等との連絡や巡回相談等による引きこもり・不登校等

児童の状況等の把握及びこれらの児童に対する指導ら

(工)思春期児童の養育の支援

情緒不安定な思春期児童を抱える保護者に対する思春期児童対

応講座等を開催等思春期児童の養育に関する保護者交流グルー

プの育成 。支援こ

(3)職員の配置

社会福祉士、保育士、児童の遊びを指導する者及び児童指導員のい

ずれかの合格を有する者を配置する |、 のとする^
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4 費 用

国は次の事業に対 して、別に定めるところにより補助する 1、 のとするぃ

(1)市町村が実施する事業 (委託に限る。)又は助成する事業に対して、
都道府県が補助する事業

(2)指定都市及び中核市が実施する事業 (委託に限る。)又は助成する事
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地域子育て環境づくり支援事業実施要綱

1 趣 旨

地域における子育て支援活動が強化されるよう、児童委員 (主任児童委

員を含む)等に対して研修等を行 うことにより、児童の健全育成の充実を

図るものである.

2 実施主体

本事業の実施主体は、都道府県、指定都市及び中核市とするD

ただし、事業の全部又は一部について事業を実施するのに適 した社会福祉

法人、財団法人等に委託することができる1、 のとする´

3 事業内容

地域における子育て支援活動が強化されるよう、児童委員 (主任児童委

員を含む)等に対して、基本的な活動方法や技法等を習得するための研修

及び地域における子育て支援活動を継続的に実施するための協議会を実施

する事業、また、地域の子育て家庭に幅広く児童委員等の活動を知っても

らうことを目的として、児童委員等を講師として招いての子育てセミナー

等を実施する。

4 費 用

都道府県、指定都市及び中核市が実施する事業に対 して、国は別に定め

るところにより補助するものとする]
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地域組織活動育成事業実施要綱

1 趣 旨

児童の健全な育成を図るため、母親など地域住民の積極的参加による地
域組織活動の促進を図る1)のである.

2 実施主体

本事業の実施主体は、地域組織 (3に掲げる母親クラブ、子育てサーク
ル等をいう1)と するD

3 組織及び運営

地域組織活動の組織及び運営は、次により行 うものであること
=

(1)地域組織は、母親の連帯組織など児童健全育成に寄与する自主的な
団体 (母親クラブ、子育てサークル等)と し、 1組織の会員は、概ね
30人以上とすること,

(2)地域組織には、会員の互選により会長、副会長、委員等の役員を置
くとともに、その運営は会員の協議により行 うものとすること,

(3)地域組織の活動は、児童厚生施設やその他の公共施設と有機的な連
携を t,つ ものとすること]

生L政治上又は宗教上の組織に属さない {ゝ のとすること、

(5)地域組織は、その収入及び支出の状 況を常に明確 にしてお くこと,

4 活 動

地域組織は、地域における児童福祉の向上を図るため次の活動を行 うこ
とc

(1)親子及び世代 F・5の交流、文化活動
「家 rtiの 日」を設けた り「こどもの日」や 「敬老の目」などを利用

し、親子やお年寄りとの交流を図るため、野外での交流活動を企画実
行した り、読書会、映画会、人形劇サークル、地域文化の伝承サーク
ル、料理教室などの文化活動を行 う。

(2)児童養育に関する研修活動

児童の発達上の特徴や留意点、家庭でのしつけ、安全養育、地域で
の に関す る研修会 な ど



(3)児童の事故防止等活動

地域の実情に応 じ、遊び場の遊具の点検、特に幼児の遊び場の i巡 回、

交通安全活動、非行防止活動、犯罪の被害か ら守るための活動等の奉

仕活動 を行 う
=

(4)そ の他、児童福祉の向上に寄与する活動

なお、地域組織等の活動に際 しては、地域組織等の年間活動計画を

策定 し、地域の理解 と協力を得るよう広報等に努めるほか、必要に応

じて関係行政機関等 と緊密な連携を図ること、

5 費 用

国は次の事業に対 して、別に定めるところにより補助す る 1、 のとする^

(1)市町村が助成する事業に対 して、都道府県が補助す る事業

(2)指定都市及び中核市が助成する事業

〇




